
土
地
改
良
区
名

所

在

地

認
可
年
月
日

古
井
路
土
地
改
良
区

大
分
市

令
六
・
一
一
・
八

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供

用

開

始

区

間

供
用
開
始
年
月
日

県
道
書
曲
野
田
線

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
岩
室
字
野
添
二
四
七
番
三
か

ら玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
岩
室
字
棚
田
二
四
二
番
三
ま

で

令
六
・
一
一
・
一
九

玖
珠
郡
九
重
町
大
字
松
木
字
井
尻
一
〇
〇
番
八
か

ら玖
珠
郡
九
重
町
大
字
松
木
字
御
行
塚
一
一
五
番
一

地
先
ま
で

告

示

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
認
可
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

道
路
の
供
用
開
始
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

公

告

落
札
者
等
の
公
示
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

〇
告

示

大
分
県
告
示
第
五
百
十
七
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
改

良
区
の
定
款
変
更
を
認
可
し
た
。

令
和
六
年
十
一
月
十
九
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

大
分
県
告
示
第
五
百
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
十
一
月
十
九
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
十
一
月
十
九
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

〇
公

告

次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
六
年
十
一
月
十
九
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

一

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

庁
内
無
線
Ｌ
Ａ
Ｎ
機
器
等
一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

大
分
県
総
務
部
電
子
自
治
体
推
進
課

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
六
年
十
月
十
六
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

Ｎ
Ｘ
・
Ｔ
Ｃ
リ
ー
ス
＆
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
株
式
会
社

福
岡
支
店

支
店
長

西

田

衛

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
下
呉
服
町
一
―
一

五

落
札
金
額

六
十
七
万
千
円
（
月
額
。
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
し
た
日

令
和
六
年
九
月
六
日

目

次

令

和

六

年

（ 火 曜 日 ）

第
五
六
一
号

十
一
月
十
九
日

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

元
屋
印
刷
株
式
会
社

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

令
和
六
年
十
一
月
十
九
日

大
分
県
報
（
告
示
・
公
告
）

一


